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（１）歳入

諸収入
特定の収入のための科目ではなく、他の収入科目に含まれない収入をまとめたも
ので、延滞金や預金利子などです。

その他

県支出金(51億8,482万9千円)、地方消費税交付金(51億7,107万1千円)、地方
交付税(37億5,917万8千円)、使用料・手数料((17億7,413万9千円)、繰入金
(16億円)、分担金・負担金(7億4,266万9千円)、地方譲与税(7億1,987万7千
円)、財産収入(3億6,737万1千円)、地方特例交付金(2億9,281万2千円)、株式
等譲渡所得割交付金(2億8,241万7千円)などがあります。

グラフを見ると、皆さまから納めていただいた市税が歳入の約半分を占めています。市税や使

用料・手数料、財産収入などは市が自主的に収入できるお金で、このようなお金を自主財源とい

います。また、地方交付税や国庫支出金、県支出金、市債など国や県の意思により定められた

り、割り当てられたお金などの収入を依存財源といいます。家計に例えると、自分で稼いだ給料

が自主財源、親からの仕送りなどが依存財源といえるでしょう。自主財源の割合が高いほど安定

した財政となり、市の自由度が高まることから、自主財源の確保が重要な課題といえます。

１　市の財政とは？・・・

市役所の会計には、行政運営の基本的な経費を中心とした一般会計と特定の収入で特定の事
業を行う特別会計があります。
また、市役所では、これらの会計を毎年４月１日から翌年３月３１日までを１会計年度とし

て期間を区切って整理しています。
そして、会計ごとに、年度初めにあたり、どのような収入があり、それをどのように使って

いくかの計画（予算）を立て、年度の業務が終了すると、その年度の収支を確認（決算）して
います。
それでは、市役所にはどのような収入があり、それがどのように使われているのかを、一般

会計の歳入（収入）、歳出（支出）の平成27年度決算の状況で見てみたいと思います。

市税 市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など皆さまからの税金です。

国庫支出金
市が実施する特定の事業に対して、国からもらえるお金で、使い道が決まってい
ます。

市債
建設事業などに必要となる資金や国の政策により、政府、金融機関等から借りる
お金です。

平成27年度（一般会計）

歳入 986億4,607万1千円

（ ）は構成比

市 税
471億3,287万3千円

（47.8％）

諸収入
55億8,801万1千円

（5.7％）

国庫支出金
153億2,475万7千円

（15.5％）

市 債
66億1,070万円
（6.7％）

その他
239億8,973万円
（24.3％）
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（２）歳出

その他
消防費(34億9,196万1千円)、商工費(10億7,948万4千円)、議会費(5億
5,267万1千円)、農林水産業費(4億4,191万7千円)、労働費(6,025万1千円）
などがあります。

歳出には2種類の見方があり、歳出内容を行政目的によって区分したもの（目的別分類）と経

済的性質によって区分したもの（性質別分類）があります。

それでは、まず目的別分類で、どのような目的にどれだけのお金が使われたか見てみたいと

思います。

平成27年度は、民生費（43.8％）、衛生費（11.8％）、総務費（10.5％）などの割合が多

くなっています。平成１４年度までは、土木費の割合が一番多くなっていましたが、平成１５

年度以降は、民生費の占める割合が一番多くなっています。

民生費 児童・高齢者・障がい者福祉や生活保護などに関する経費

衛生費 保健衛生やごみ収集などに関する経費

総務費 庁舎・財産管理、戸籍、徴税、選挙など行政運営に関する経費

土木費 道路、河川、公園などの都市基盤整備に関する経費

教育費 学校教育や生涯学習などに関する経費

公債費 借り入れた市債（借金）の返済に関する経費

平成27年度（一般会計）

歳出（目的別） 934億6,163万5千円

（ ）は構成比

民生費
409億8,221万3千円

（43.8％）

衛生費
110億2,638万8千円

（11.8％）

総務費
98億3,239万6千円
（10.5％）

教育費
89億7,505万5千円

（9.6％）

公債費
71億8,431万9千円

（7.7％）

その他
57億4,865万円
（6.2％）

土木費
97億1,261万4千円
（10.4％）
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公債費

普通建設事業費 道路、橋りょう、河川、学校などの整備に関する経費

その他
補助費等(60億5,716万4千円)、積立金(14億1,085万4千円)、維持補修費(5
億64万円)、貸付金(3億1,437万4千円)、災害復旧費（2,094万9千円）があり
ます。

　次に、性質別分類で歳出内容を見てみましょう。
平成27年度は、扶助費（25.6%）、人件費（18.9％）、物件費（15.8％）、繰出金

（13.2%）、普通建設事業費（10.0％）、公債費（7.7%）などの順に割合が多くなっていま

す。
また、人件費、扶助費、公債費は、義務的経費と呼ばれ、その支出が義務付けられているた

め、なかなか減らすことができない経費で、全体の52.2%と歳出予算のおおよそ半分を占めて
います。特に扶助費は、昨今の景気状況による生活保護世帯の急増や高齢社会の進展等に伴

い、年々増えています。

扶助費 児童・高齢者・障がい者や生活困窮者などを援助するための経費

人件費 市職員の給与や議員・委員の報酬などの経費

物件費 物品の購入や事業の委託などに関する経費

繰出金 特別会計に支出する経費

借り入れた市債（借金）の返済などに関する経費

平成27年度（一般会計）

歳出（性質別） 934億6,163万5千円

（ ）は構成比

扶助費
239億693万6千円
（25.6％）

人件費
176億4,802万2千円

（18.9％）

繰出金
123億6,598万3千円

（13.2％）

普通建設事業費
93億1,172万4千円
（10.0％）

その他
83億398万1千円
（8.8％）公債費

71億8,431万9千円
（7.7％）

物件費
147億4,067万円
（15.8％）
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（３）平成27年度収支

Ａ

Ｂ

Ｄ

実 質 収 支 Ｃ－Ｄ＝Ｅ

Ｅ－Ｆ＝Ｇ

平成27年度の歳入から歳出を単純に引くと約51億8,400万円の黒字となっています。この

うち、翌年度に繰り越した事業（約3,000万円）がありますので、この経費を除きますと実質

的には約51億5,400万円の黒字となります。なお、平成2６年度においては、約34億4,100

万円の黒字でした。

平成2７年度では、法人税割の税率引き下げの影響などから、法人市民税で減となったもの

の、給与所得に伸びがみられたことなどにより個人市民税で増、さらに、主にレイクタウン土

地区画整理事業の完了による換地処分の影響などから、固定資産税や都市計画税で増となった

ことなどにより、市税全体といたしましては対前年度比0.8％の増となりました。また、事務事

業の見直し、経常的経費の縮減など一層の行政改革に努め、限られた財源を効果的、効率的に

配分し、事業を行ったことなどにより、黒字になったものです。

今後も、少子高齢化への対応のほか、公共施設等の老朽化対策などへの支出が予想されま

す。このような中、安定した財政運営を行うため、引き続き事務事業の見直し、職員定数の適

正化など行財政改革に努めていかなければなりません。

９３４億６，１６３万５，１４０円

歳 入 歳 出 差 引

歳 出 総 額

歳 入 総 額

Ａ－Ｂ＝Ｃ

５１億５，３５３万６，０７８円

１７億１，２８３万５，６８５円

区 分 平成 27 年 度 一 般 会 計 決 算 状 況

９８６億４，６０７万１，２１８円

３，０９０万０，０００円

単 年 度 収 支

Ｆ ３４億４，０７０万０，３９３円平成26年度実質収支

５１億８，４４３万６，０７８円

※単年度収支とは、当該年度の決算による実質収
支から前年度の実質収支を差し引いた額をいいま
す。

翌 年 度 繰 越 財 源
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百万円 万円

百万円 万円

百万円 万円

百万円 万円

百万円 万円

百万円 万円

百万円 万円

百万円 万円

百万円 万円

百万円 万円

百万円 万円

百万円 万円

収入計

支出

平成27年度一般会計決算額

支出計

43.4

国・県支出金など 31,352.8 親などからの援助 22.4

市債などの借入金 6,610.7

1か月の収支としては黒字ですが、総収入70万6千円のうち、給料は43万4千円で、27万2千円も

親などからの援助や借金に頼っていることになります。

支出では、食費や医療費、光熱水費、家族への仕送りに49万1千円、借金の返済に5万1千円か

かっており、普段の生活費として54万2千円かかっていることになります。

これは、自ら稼いだお金よりも10万8千円多い支出となり、厳しい状況にあることがわかりま

す。自ら稼いだ給料で普段の生活費を賄えることが理想的な状態といえるでしょう。

なお、この借入金（市債）の半分近くは、親（国）の都合により、援助（地方交付税）という

方法から借金（市債）という方法に変わったもので、この分のローンの返済（公債費）は、全額

親（国）からの支援（地方交付税）に反映されています。

今後、少子高齢化の進展に伴い給料（市税等の自主財源）の減収が予想され、さらに親（国）

からの支援（地方交付税）もいつまで続くか不安もあります。こうしたことから、できる限り支

出を抑え、限られた収入を大切にし、その使いみちを計画的に考えていくことが必要です。

家計に例えた場合

物件費 14,740.7 光熱水費など

66.8

繰出金 12,366.0

支出計 93,461.6

投資的経費・維持補修費 9,812.4 自宅の増改築・修繕費 7.0

家計に例えた場合

市税などの自主財源 60,682.6

12.6

２　市の財政を家計に例えると？・・・

ローンの返済

10.5

生計を別にしている家族への仕送り 8.9

人件費 17,648.0

給料

食費

5.1

ローンなどの借入金 4.8

収入計 98,646.1 70.6

その他 7,803.3 積立貯金など 5.6

公債費 7,184.3

平成27年度一般会計決算を身近に感じていただく方法として、（市の財政と家庭の会計のし

くみでは無理がありますが・・・）給料月収43万4千円（年収520万5千円）（※注）の一般

家庭の家計に当てはめてみました。

※注 給料月収は、45.4歳、男性の年収を年(12か月)で割ったものです。なお、年収は民間給

与実態統計調査（国税庁）平成27年分調査を参照しています。

収入

平成27年度一般会計決算額

扶助費 23,906.9 家族などの医療費 17.1
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（１）健全化判断比率等

３　市の財政状況は？・・・

　地方公共団体の財政の早期健全化、再生、公営企業の経営健全化を目的として、「地方公共

団体の財政の健全化に関する法律」が平成１９年６月１５日に制定され、平成２１年４月１日

から施行されました（平成２０年４月１日から一部施行）。地方財政健全化法には、今までも

あった実質公債費比率と、新しく実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率が加えら

れ、この4つの比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化、再生を図るための計画を策定

する制度が定められました。

　市の財政を一般家庭の家計に置き換えてみると、厳しい状況にあることがわかります。

　しかし、市の財政と家庭の会計のしくみは、同様に考えることには無理がありますので、こ

こでは、よく使われている指標を用いて、市の財政状況がどのような状態にあるのかを見てみ

ます。

健全化

法での
区分

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

公営企業会計 西大袋土地区画整理特別会計

公共用地先行取得特別会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

東越谷土地区画整理特別会計

七左第一土地区画整理特別会計

公共下水道特別会計

病院事業会計

越谷市

一般会計

公営企業会計

一部事務組合・広域連合

地方公社（土地開発公社）･第３セクター

一
般
会
計
等

公
営
事
業
会
計

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率

特
別
会
計
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Ⅰ　実質赤字比率

Ⅱ　連結実質赤字比率

連結実質赤字がない場合は、「－」と表示しますが、越谷市の連結実質赤字比率は、

▲17.79％（▲15.59％）で、黒字となっています。（すべての会計が黒字です。）

※連結実質赤字比率については、県内平均、順位等は未公表です。

※（　）は前年度数値です。

　この指標は、福祉・教育・まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指

標化し、財政運営の深刻度を示すものです。「一般会計などの実質的な赤字額」が「標準的な

状態で収入が見込まれる各自治体の一般財源（※注）の規模」に占める比率をあらわします。

　通常は、その年度に実施した事業のための支払は、その年度の歳入により行うことが原則で

す。実質赤字とは、財政状況からその原則に添えなかった額の合計です。

（※注）　税収や地方交付税などの使途が限定されない財源

対象会計：一般会計、母子父子寡婦福祉資金貸付金会計、西大袋区画整理会計、公共用地先行

取得会計

財政再生基準越谷市 早期健全化基準

平成２7年度 －

越谷市 早期健全化基準

平成２6年度

11.25

11.25

実質赤字がない場合は、「－」と表示しますが、越谷市の実質赤字比率は、▲9.32％

（▲6.37％）で、黒字となっています。

※実質赤字比率については、県内平均、順位等は未公表です。

※（　）は前年度数値です。

　 この指標は、一般会計・特別会計・公営企業会計のすべての会計の赤字や黒字を合算し、地

方公共団体の赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示すもので

す。この比率は、全ての会計を通しての赤字額が「標準的な状態で収入が見込まれる各自治体

の一般財源の規模」に占める比率をあらわします。

　 実質赤字（※注）が生じている会計と、実質黒字（※注）が生じている会計があると、赤字

額の合計が黒字額の合計を超えた場合に、この比率が計算されます。実質赤字が生じている会

計がない場合や、黒字額の合計が赤字額の合計を超えていれば、比率は無しという意味で

「－」と表示します。

（※注）　歳入決算額から、その年度に支払を終えた歳出決算額と、翌年度への繰越額（事業

の実施が翌年度にも及ぶこととなったために、支出に必要な財源をそのまま繰越した額）を引

いて算出

対象会計：一般会計、国保会計、後期高齢者医療会計、介護保険会計、母子父子寡婦福祉資金

貸付金会計、東越谷・七左第一・西大袋区画整理会計、公共下水道会計、公共用地先行取得会

計、病院事業会計

20.00

20.00

平成２7年度 －

16.25

平成２6年度

財政再生基準

16.25 30.00

－

30.00－
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Ⅲ　実質公債費比率

(注）県内市順位は、昇順（小さい数値から大きい数値への順）としています。

9.0

県内市平均

　越谷市の実質公債費比率は、平成25年度は9.7％、平成26年度は9.0％、平成27年度は8.2％と

年々低下しています。これは、地方債の発行を計画的に行っているほか、公共下水道会計などに

係る借金返済に充てられた繰出金の減少などの公債費の減少によるものです。

　この数値は、早期健全化基準を大きく下回り、健全な状況といえますが、県内市町村平均、全

国市町村平均をともに上回っています。

　越谷市では、過去に急速な人口増に対応するため、下水道をはじめとした都市基盤整備を急

ピッチで進める必要があったことから、多額の借り入れを行いました。地方債は、世代間負担の

公平性という目的はあるものの、地方債の返済経費である公債費の増加は、将来の市民の皆様に

負担を強いることになるほか、財政の弾力性を阻む要因となることから、地方債のうち通常債の

発行を原則50億円以下とし、抑制に努めています。

平成２7年度

35.0

5.2 37/40

37/40

早期健全化基準

8.2 4.7

平成２6年度

　一般会計等の公債費（借金の返済）のほか、特別会計、公営企業会計への繰出金や一部事務
組合への負担金のうち借金返済に充てられた経費、さらには債務負担行為のうち、公債費と同
様の性質のあるものを加えた実質的な公債費による財政負担の度合いを判断する指標で、いわ
ゆる資金繰りの危険度を示すもので、3ヵ年の平均値となります。家計に例えれば、給料から支
払うローン返済の割合を示すものです。
　地方債は、長期間にわたり利用される施設を建設する際などに、将来その施設を利用する住
民の方々にも費用を負担していただくために発行するものです。都市部ほど、道路、下水道や
学校などの大きな施設の建設が必要となることから、地方債の発行額と公債費は大きくなりが
ちです。なお、実質公債費比率は、健全化判断比率としての指標のほか、18％以上になると地
方債の発行に際し県の許可が必要となり、25％以上で市債発行が一部制限されることとなりま
す。
※　平成18年度（平成17年度決算分）から導入され、地方債発行に係る協議団体・許可団体
とを判断する指標として用いられています。
※　平成19年度決算分から、都市計画税の収入の一部を反映させるなど、算定基準が変更され
ています。
対象会計：一般会計、国保会計、後期高齢者医療会計、介護保険会計、母子父子寡婦福祉資金
貸付金会計、東越谷・七左第一・西大袋区画整理会計、公共下水道会計、公共用地先行取得会
計等

25.0

県内市順位越谷市

財政再生基準

10.5 10.2 9.7 
9.0 

8.2 

7.3 
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5.4 4.9 

9.9 
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8.6 
8.0 

7.4 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0
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全国市町村平均
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Ⅳ　将来負担比率

(注）県内市順位は、昇順（小さい数値から大きい数値への順）としています。

平成２7年度

65.9 29.5平成２6年度

3６/40

　 各自治体が将来に支出しなければならない財政負担が、「標準的な状態で収入が見込まれ
る、各自治体の一般財源の規模」の何倍にあたるかを示す指標です。単年度にとどまらず、
中・長期的な財政状況をあらわしており、将来に財政を圧迫する可能性が高いかどうか示す指
標といえます。家計に例えれば、ローンの残高や、家族の借金に対して今後仕送りをする見込
金額などの総額が、年収に占める割合を示すものです。
　 将来負担比率の大きな特徴としては、算定の要素として、越谷市の全会計以外に、第３セク
ター等が含まれていることです。たとえば、行政の仕事のための土地を購入し、保有している
土地開発公社の抱えている負債の額のうち、将来、越谷市が負担する見込のある額が含まれて
います。また、第３セクター等が銀行等から借入をする際に、越谷市がその損失補償（※注）
をしている場合がありますが、そのように損失補償をしている団体の負債のうち、団体ごとの
経営状況により、将来、越谷市が負担する見込のある額も含まれています。
（※注）　第３セクターなどが銀行に返済できなくなった場合、自治体が一定の範囲で損失額
を補償すること
対象会計：一般会計、国保会計、後期高齢者医療会計、介護保険会計、母子父子寡婦福祉資金
貸付金会計、東越谷・七左第一・西大袋区画整理会計、公共下水道会計、公共用地先行取得会
計等

県内市順位

21.8

　越谷市の将来負担比率は、平成27年度は58.1％となり、平成26年度の65.9％から7.8ポイント
負担は軽減されています。この数値は、早期健全化基準を大きく下回り、健全な状況といえます
が、県内市町村平均、全国市町村平均をともに上回っています。将来支払っていく可能性のある
負担等としての地方債（借金）の返済残高が大きなウェイトを占め、さらに特別会計、公営企業
会計に対する借金返済のための繰出金、土地開発公社からの土地の購入見込額に加え、外郭団体
等の負債のうち、越谷市が肩代わりするおそれのある負担見込額などが含まれています。
　越谷市では、通常債の借入額を原則50億円以下とし、借入残高の削減に努めているほか、外郭
団体である越谷市土地開発公社においては、平成12年度に策定した健全化計画（平成26年度から
は、第2次健全化計画）に基づき計画的に債務の削減を図っており、借入残高や債務残高は、
年々減少しています。今後も、引き続き、将来負担の抑制に努め、健全な財政運営の維持に努め
なければなりません。

早期健全化基準

越谷市 県内市平均

58.1

350.0

3７/40

91.4 
83.1 

74.4 
65.9 

58.1 
50.3 

41.4 

34.2 31.5 

24.3 

69.2 

60.0 

51.0 
45.8 

38.9 

0.0

10.0
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30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

23 24 25 26 27

％

年度

将来負担比率

越谷市

県内市町村平均

全国市町村平均
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Ⅴ　資金不足比率

（２）財政力指数

★県内市との比較★

(注）県内市順位は、降順（大きい数値から小さい数値への順）としています。

東越谷
土地区画整理事業

　 一般会計等に属さない区画整理事業会計や下水道、病院などの公営企業ごとの各年度の経営
状況の深刻度を示す指標で、「各公営企業の資金の不足額」が「各企業の事業の規模（料金収
入の規模）」に占める比率をあらわします。資金の不足額が無い場合は、比率は無しという意
味で「－」と表示されます。

　越谷市の財政力指数は、平成26年度は0.914で、平成27年度は0.920と0.006ポイント上昇し、

１を下回る財源不足団体となっております。なお、県内の市町村平均0.777と比較して0.143ポイ

ント上回っており、市だけの平均0.858と比較しても、やや高い数値といえます。

平成27年度

0.858

0.914平成26年度 10/40

平成26年度

経営健全化基準

－

20.0

－

20.0

－

20.0

－

20.0

資金余剰(黒字)の場合は「－」で表示していますが、東越谷土地区画整理事業会計は
▲322.0％（▲248,187.2％）、七左第一土地区画整理事業会計は▲113.3％（▲289.3％）、公
共下水道特別会計▲11.1％（▲12.0％）、病院事業会計▲16.6％（▲20.4％）となっていま
す。
※(　)は前年度数値です。

　越谷市の平成27年度決算に係る健全化判断比率等は、平成26年度に引き続き、法令に定められ

た早期健全化基準を下回る結果となりました。

　今後、これらの指標の推移に十分注意をし、限られた財源の効率的、効果的な配分を行い、適

正な執行管理に努めなければなりません。さらには、加入一部事務組合や土地開発公社、第三セ

クターへの適切な指導等を引き続き行うことにより健全な財政運営の維持に努めなければなりま

せん。

県内市順位

11/40

越谷市 県内市平均

0.854

　標準的な行政運営を行うために必要であると算定された経費（基準財政需要額）に対し、標
準的に収入されるであろうと算定された市税等の財源（基準財政収入額）の割合で、通常は過
去3年間の平均値をいいます。この指標は、地方公共団体の経済力を示す指標で、簡単に言えば
行政の仕事に必要な費用をどれだけ自力で調達できるかを表しています。この指数が１以上な
らば自力で財源を確保できていることになり、１を下回ると自力で確保できる財源が不足して
いることになります。

－

公共下水道事業 病院事業

－

七左第一
土地区画整理事業

－ －

平成27年度 0.920

0.969 0.951 0.930 0.907 0.908 0.914 0.920 
0.860 0.831 0.801 

0.775 0.772 0.774 0.777 

0.550 0.530 0.510 0.490 0.490 0.490 0.500 

0.300

0.500

0.700

0.900

21 22 23 24 25 26 27 年度

財政力指数の推移

越谷市 県内市町村平均 全国市町村平均
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（３）経常収支比率

★県内市との比較★

(注）県内市順位は、昇順（小さい数値から大きい数値への順）としています。

87.9 13/40

92.4

　人件費、扶助費、公債費など毎年経常的に支出される経費に係るお金が、市税、地方消費税

交付金など毎年経常的に収入され、使い道が制限されず自由に使えるお金のうちのどれくらい

あるかという割合です。この比率が高いほど、臨時的な支出にお金をまわす余裕がなくなり、

財政が硬直化していることになります。従来、一般的に都市部では75％程度が妥当と言われて

いましたが、公共施設などの社会資本の整備が進んできた現在は、下水道整備途上の自治体で

は85％、下水道完備の自治体では90％が妥当とも言われています。

　家計に例えれば、給料など毎月決まって入ってくるお金が､食費や家賃､光熱水費、ローン返

済など必ず支払わなければならない生活費にどれだけ使われているかを示すものです。

　100％を越えた状態は、毎月必ず必要となる支出が毎月の経常的収入を上回った状態で、借

金をしたり、臨時的な収入（預金の解約など）で対応しなくてはなりません。

県内市平均

91.4平成27年度

平成26年度

県内市順位

88.9

越谷市

11/40

　越谷市の経常収支比率は、平成26年度は88.9％でしたが、平成27年度は87.9％と1.0ポイント

下降しました。これは、経常的な支出が、社会保障経費の増加などにより、3.6％増加したもの

の、経常的な収入である地方消費税交付金や地方税等が、4.7％増加したことによるものです。

この数値は、全国平均あるいは県内平均に比べ低い数値となっていますが、引き続き経常的な経

費の抑制等に努め、比率の上昇を抑制していく必要があります。
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★県内市との比較★
公債費比率

公債費負担比率

平成27年度

平成26年度

未公表

7.0

未公表

未公表

県内市平均

12.5

越谷市

21/4011.5

　通常、経常的に収入されるであろう一般財源（自由に使えるお金）の推定額（標準財政規模
＋臨時財政対策債発行可能額等）に占める公債費（借金の返済）の比率を公債費比率、実際の
一般財源総額に占める公債費の比率を公債費負担比率といいます。

　家計でいえば、給料から支払うローン返済の割合と同じで、比率が高くなるほど財政運営が
苦しくなります。公債費比率では、一般的には15％が警戒ライン（黄色信号）、20％が危険

ライン（赤信号）と言われています。

12.4

　越谷市の公債費比率は、平成26年度は7.0％でしたが、平成27年度は6.9％と0.1ポイント下降

しました。また、公債費負担比率は、平成26年度の12.4％から0.9ポイント下降し、11.5％と

なっています。これは、普通交付税の一部の振替措置である臨時財政対策債（国の政策による借

金）にかかる返済が増加しているものの、それ以外の借金を増やさないよう取り組んでいること

などによるものです。

　現在、臨時財政対策債や減税補てん債など国の政策による借金（特例債）が増加しています

が、都市基盤整備等のために借り入れるお金（通常債）を原則50億円以下に抑制し、借金を減ら

す努力をし、比率の抑制に努めています。

平成27年度

越谷市

（４）公債費比率・公債費負担比率

平成26年度

6.9

11.9

26/40

県内市平均 県内市順位

県内市順位

未公表

11.6 
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越谷市
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12.4 

11.5 

12.7 
13.0 

12.6 12.6 
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％
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公債費負担比率の推移

越谷市

県内市町村平均

※全国市町村平均は、平成17年度以降未公表です。

※全国市町村平均は平成17年度以降未公表です。また、県内市町村平均は平成22年度以降未公表です。
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（５）実質収支比率

★県内市との比較★

(注）県内市順位は、降順（大きい数値から小さい数値への順）としています。

　実質収支額（歳入決算額から歳出決算額を引いた額から翌年度へ繰り越す財源を除いた額）

の標準財政規模（通常水準の行政活動を行ううえで必要な一般財源の規模）に占める比率をい

います。実質収支は多額であればよいというものではなく、その妥当性を判断するための比率

で、一般的には3～5％が適当と言われています。

平成27年度 13/40

26/40

県内市順位

　越谷市の実質収支比率は、平成26年度は6.2％、平成27年度は9.0％となっており黒字を維持し

ています。これは、歳出において、事務事業の見直しや経常的経費の縮減など一層の行政改革に

努め、効率的な事業の執行を行うとともに、歳入では、積極的な収納対策等による税収の確保を

はじめ、市有財産における未利用地等の売却や有効活用、広告収入等の自主財源の確保に努めて

いることによるものです。

　全体としては、黒字を維持し、一般的に適当と言われている値で推移しています。

県内市平均
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※全国市町村平均は、平成17年度以降未公表です。
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（１）市債残高
① 一般会計【通常債】

② 一般会計【特例債】

　財政指標を見ると公債費（借金の返済）に関する指標が平均値より高いことがわかります。

そこで、市の借金はどのくらいあるか、また契約等により今後支出が予定されているものがど

れくらいあるのか見てみましょう。

　市債には、通常債のほかに、特例として減税補てん債や近年増加傾向にある臨時

財政対策債など国の政策により借り入れた借金（特例債といいます）もあります。

なお、特例債による借入は、市の権限で決定することができません。

　市債は、原則として大規模な公共工事を実施する際に、国や金融機関等から借り

入れる借金（通常債といいます）で、単年度の財政負担の軽減や将来その施設等を

使う世代にも経費を負担していただき世代間の負担を公平にするという目的をもっ

ています。ただし、過度の借り入れは後年度の市民の皆さまに大きな負担を強いる

ことになるほか、財政の硬直化を招くことになり注意が必要です。

４　市の借金等はどのくらい？・・・

21 22 23 24 25 26 27

一般会計（特例債） 31,285,063 33,628,235 35,228,895 36,735,083 37,996,824 39,338,612 41,019,216
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市債残高（一般会計【特例債】）

21 22 23 24 25 26 27

一般会計（通常債） 37,272,973 33,534,172 32,426,333 31,440,038 30,744,335 29,704,350 28,132,245
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③ 特別会計及び病院事業会計

④ 市債残高総額

　一般会計のほか、区画整理事業、公共下水道事業に係る特別会計や病院事業会計
においても、単年度の財政負担の軽減や将来その施設等を使う世代にも経費を負担
していただき世代間の負担を公平にするという目的から、市債による借り入れを
行っています。

  平成27年度末の市債残高は、一般会計、特別会計、病院事業会計を合わせて、1,187億7,635万

円で前年度に比べ14億9,879万4千円減少しています。一般会計の通常債、特別会計、病院事業会

計においては、市債残高は減少していますが、国の政策により借り入れをした特例債は増加して

います。今後も、市債残高を減らすことは重要なことであり、残高を減らすために毎年度一般会

計の通常債の新たな借り入れを原則50億円以下と毎年度返済しているお金を下回るよう抑制して

いるところです。なお、特例債につきましては、国の政策等で借り入れる額が決められることか

ら、市の裁量で抑制することができないという問題があります。

21 22 23 24 25 26 27

内訳：病院事業 4,848,325 4,616,016 4,376,639 4,129,967 3,875,767 3,613,795 3,343,802

内訳：特別会計 57,863,989 56,168,631 54,367,688 52,111,217 49,580,608 47,618,387 46,281,087

内訳：一般会計（特例債） 31,285,063 33,628,235 35,228,895 36,735,083 37,996,824 39,338,612 41,019,216

内訳：一般会計（通常債） 37,272,973 33,534,172 32,426,333 31,440,038 30,744,335 29,704,350 28,132,245

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

200,000,000

千円

年度

市債残高総額

21 22 23 24 25 26 27

特別会計 57,863,989 56,168,631 54,367,688 52,111,217 49,580,608 47,618,387 46,281,087

病院事業会計 4,848,325 4,616,016 4,376,639 4,129,967 3,875,767 3,613,795 3,343,802
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122,197,534 118,776,350 131,270,350

127,947,054

126,399,555

120,275,144124,416,305
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（２）債務負担行為額

　債務負担行為額の残高は、平成22年度から平成23年度にかけて、指定管理者の更新や大袋駅舎

建設事業などの計上により増加しましたが、平成24年度以降の残高につきましては、平成25年度

の出羽地区センター・公民館建設事業や大袋駅舎建設事業、平成26年度の第三庁舎建設事業、保

健所整備事業の完了などにより減少しておりました。しかし、平成27年度につきましては、指定

管理者の更新などの計上により増加しました。なお、指定管理者制度を採用した管理運営委託料

などは、従来、単年度で契約をしていた義務費的な経費ですが、複数年の契約を締結することに

より、経費等の縮減が図れることなどから、債務負担行為を設定し、複数年契約をしています。

　商慣習上や法令上などから複数年の契約を締結し、次年度以降、契約の相手方の業務等の履

行により、支出することとなる金額を示しているものとして債務負担行為というものがありま

す。これは市債のように、借金ではありませんが、将来の予算を拘束することとなります。

21 22 23 24 25 26 27

内訳：債務負担行為（指定管理者） 2,467,102 7,320,223 5,802,541 4,421,870 3,976,359 2,977,648 8,035,231

内訳：債務負担行為（PFI） 8,159,143 7,301,319 6,911,087 6,479,912 6,170,405 5,632,552 5,383,903

内訳：債務負担行為（機器賃借等） 8,974,160 7,055,259 12,544,477 11,633,436 10,862,348 8,081,607 6,570,424
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25,258,105
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（１）貸借対照表（バランスシート）
年度末時点における資産、負債、純資産の残高を示すものです。

【４つの財務書類】

※基準モデルとは、新地方公会計制度改革において総務省から示された財務書類作成方式の1つで、発生
主義および複式簿記の考え方を導入し、国や民間企業の会計基準に準拠した勘定科目で仕訳を行うモデル
です。また、原則として越谷市の所有する資産の1つ1つを時価評価して積み上げる方式なので、より精
密な資産・負債の「ストック情報」と減価償却等の発生コストを含む「コスト情報」がわかります。

５　財政状況を分析する他の手法は？・・・

当該年度における行政活動に伴うコストとその財源となる使用料・手数料等の収入を示すもので
す。

　市の決算書は、単年度の現金の収入、支出に着目してつくられています。そのため、市の資産や負債の
全体像は明らかになりません。
　ここでは、決算書だけではわからない部分をわかりやすくするため、参考としてバランスシート等の財
務書類を見てみましょう。

公表した４つの財務書類は、一般会計に特別会計をあわせた「単体ベース」と、それに越谷市が
関係する財団法人等を加えた「連結ベース」の２つの区分で作成しています。

当該年度における資金の支出と収入を示すものです。

当該年度における純資産及びその内部構成の変動を示すものです。

作成基準日･･･平成２８ 年３月３１日
・一般会計及び特別会計における出納整理期間（平成2８年４月１日から５月３１日まで）の入
出金については、作成基準日までに終了したものとして処理しています。
・企業会計及び関係団体における未収金・未払金のうち、一般会計及び特別会計と出納整理期間
に取引があったものは、作成基準日までに入出金されたものとして処理しています。
・表の記載金額は表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

（２）行政コスト計算書

（３）純資産変動計算書

（４）資金収支計算書（キャッシュフロー計算書）

【対象となる会計の範囲、作成基準など】

　国の指針により、越谷市などの地方公共団体は、地方公共団体単体ベース及び関係団体も含む連結ベー
スでの４つの財務書類を平成２１年度までに整備することが求められました。
　越谷市では、平成１９年度決算まではそれまで国が示していた「総務省方式」の作成要領に基づき財務
書類を作成してきましたが、平成２０年度決算からはバランスシートをはじめ全ての財務書類に「基準モ
デル※」の概念を取り入れ作成しております。平成２７年度決算についても、同様に「基準モデル」に基
づく財務書類を作成いたしました。

③【連結会計】

②【単体会計】

①【普通会計】

公共用地先行取得特別会計

西大袋土地区画整理特別会計

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

越谷市施設管理公社

七左第一土地区画整理特別会計

越谷コミュニティプラザ（株）

越谷市土地開発公社

介護保険特別会計

国民健康保険特別会計
（株）埼玉県東部流通センター

一般会計

後期高齢者医療特別会計

埼玉県市町村総合事務組合

埼玉県後期高齢者医療広域連合

東埼玉資源環境組合会計

彩の国さいたま人づくり広域連合

越谷・松伏水道企業団

埼玉県都市競艇組合

公共下水道特別会計

病院事業会計

東越谷土地区画整理特別会計

17



（１）貸借対照表（バランスシート）

【１年間でどれだけ変わった？（連結ベース）】※（）内は市民一人あたりのバランスシート

　平成2７年度末時点において、越谷市単体および第三セクター等を含めた連結ベースで市の資
産がどれだけあり、その資産をどのような財源（負債・純資産）でまかなってきたかを一目で
分かるようにしたものです。左側に「資産」を表示し、右側に「負債」および資産と負債の差
額である「純資産」を計上しています。
　貸借対照表から越谷市の財政状況を見ますと、将来世代の負担といえる「負債」に対し、こ
れまでに整備された「資産」が約４倍あり、財政の健全性は十分確保されているといえます。

　バランスシートは、ある時点で所有している資産や負っている負債の状況を示し、財政状況
を把握するためのものです。企業では、貸借対照表として従来から利用していた会計手法です
が、越谷市では、平成２０年度決算分から基準モデルでバランスシートを作成しています。
　具体的には、市民の皆さまに行政サービスを提供するためにどのくらいの「もの」を持って

いるかを示しています。その金額は「資産」の部に表されます。また、将来にどのくらいの支
払を残しているかを見ていただくこともできます。その金額は「負債」の部に載ります。「資

産－負債の差額」は「純資産」と呼ばれていて、代金の支払がすでに済んでいる「資産」の大
きさを示しています。

市が行政サービスを提供する
ために持っている施設やインフラ

（資産）

将来支払わなければいけない
金額（負債）

将来支払わなくても使える
資産（正味資産）

負 債
1,945.6億円
（58.1万円）
【28.1％】

純資産
4,981.4億円
（148.8万円）
【71.9％】

資 産
6,927.0億円
（207.0万円）
【100％】

Ｈ
26
年
度

資 産
6,908.4億円
（204.9万円）
【100％】

負 債
1,897.1億円
（56.3万円）
【27.5％】
純資産
5,011.3億円
（148.6万円）
【72.5％】

Ｈ
27
年
度

将来支払わなくても使える資産
（純資産）

将来支払わなければいけない
金額（負債）

市が行政サービスを提供する

ために持っている施設やインフラ
（資産）

（単位：百万円）

越谷市単体 連結 越谷市単体 連結

（１） 資金 9,889 18,187 （１） 公債（短期） 11,271 12,488

現金・預金など
公債残高のうち翌年度

償還予定額

（２） 債権 7,461 8,126 （２） その他 2,480 4,212

未収金・貸付金など
未払金のうち翌年度支

払予定額など

（３） 有価証券 0 321 （１） 公債 107,506 122,040

（４） 投資等 19,467 23,415
公債残高のうち翌々年

度以降償還予定額

出資金・基金など （２） 退職給付引当金 17,727 17,978

（１） 事業用資産 152,478 171,728 （３） その他 3,565 32,991

庁舎、保育所、学校、福

祉施設など

未払金のうち翌々年度

以降支払予定額など

（２） インフラ資産 410,557 469,058 142,549 189,710

道路、公園、上下水道な

ど

（３） その他資産 0 2

繰延資産など

599,854 690 ,837 599 ,854 690 ,837

純資産合計 457,304 501,127

資産合計

２
非
金
融
資
産

２
非
流
動
負
債

負債および純資産合計

負債合計

純資産の部（現在までの世代が負担した金額）

資産の部（これまで積み上げてきた資産） 負債の部（将来の世代が負担する金額）

１
流
動
負
債

１
金
融
資
産
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①資産について

②負債について

③純資産について

（２）行政コスト計算書

◎コストの区分

【行政コスト計算書からわかること】連結ベース

【バランスシートからわかること】連結ベース

１　人件費 

２　物件費

職員給与や議員報酬、退職給付引当金繰入など。

　行政コスト（経常費用）は１，８６１億円となっており、市民１人あたりでは５５万２千円となっ

ています。

　また、行政サービスを利用する対価として市民が負担する使用料・手数料などの経常収益は

３６１億円となっており、市民１人あたりでは１０万７千円となっています。行政コストから経常収

益を差し引いた純経常行政コストは１，５０１億円となり、不足分は主な収入である市税や地方交付

税などの一般財源や、国・県補助金などで補っています。

（１） 経常費用

補助金や児童手当、生活保護費等の社会保障経費など。

　純資産の総額は５，０１１億円、市民１人あたりでは１４８万６千円となっており、資産全体の
７２．５％を占めております。

　負債は、地方債など将来において支払の必要があり将来の世代が負担することになる「非流動負
債」と、リース債務のうち翌年度に支払う債務である未払金など短期間のうちに支払期限が到来する
「流動負債」に区分されます。本市の負債は総額１，８９７億円となっており、資産全体の２７．
５％を占めています。また、市民１人あたりの負債額は５６万３千円となっています。
　なお、負債総額のうち、地方債残高（非流動負債の地方債＋流動負債の翌年度償還予定地方債）は
１，３４５億円で、このうち地方交付税で措置される額が約７６２億円あることから、実質的な地方
債残高は約５８３億円となっています。

　資産は、市政運営の資源として用いられ、将来にわたり行政サービスを提供するために使用される
ものです。本市の連結ベースでのH２７年度末総資産額は６，９０８億円、市民１人あたりに換算す
ると２０４万９千円となっております。内訳を見ますと、全体の多くを占めているのが非金融資産
（固定資産）で、総額６，４０８億円となっています。その内訳は、学校、文化施設などの事業用資
産が１，７１７億円、道路や橋梁などのインフラ資産が４，６９１億円となっています。

　地方公共団体の活動には、資産の形成につながる道路や公園、学校等の公共施設の整備などのほ

か、資産の形成につながらない社会保障やごみ処理などの行政サービスがあります。

　行政コスト計算書は、この資産形成につながらない行政サービスの提供に要するコストとそれらに

充当する使用料・手数料等の収入を示したものであり、本市の行政活動の内容を把握することができ

ます。

３　経費等 

（２） 移転支出

業務等委託費や地方債償還の利子など。

備品や消耗品の購入費、減価償却費（社会資本の
経年劣化に伴う減少額）、施設の維持補修にかか
る経費など。

（単位：百万円）

越谷市単体 連結

146,298 186 ,148

１ 人にかかるコスト 23,891 25,438

２ 物にかかるコスト 14,129 22,160

３ 業務にかかるコスト 67,451 70,472

４ 移転支出的なコスト 40,827 68,078

21 ,245 36,063

使用料・手数料等 21,245 36,063

125 ,053 150 ,085
純経常行政コスト（経常費用－
経常収益）

経常費用

経常収益

人件費、退職手当引当金繰入

など

物件費、減価償却費、維持補

修費など

委託料、公債費（利子分）など

社会保障給付、補助金等移転

支出など
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（３）純資産変動計算書
　純資産変動計算書は、地方公共団体が負担したコストのうち、住民などの直接的なサービス利用者

の負担ではまかないきれなかった部分を、国からの補助金や住民税などの税金でまかないきれている

かを示す報告書です。純資産変動計算書の差引きがプラスであれば貸借対照表における純資産の増

加、つまり将来世代に資産を残した（負担を軽減した）ことを意味し、逆にマイナスであれば、貸借

対照表における純資産の減少、つまり資産を食いつぶした（将来の負担を増やした）ことを意味しま

す。

　純資産変動計算書は、期首純資産残高（＝前期末貸借対照表の純資産）に、当期の行政コスト計算

書から算定した純経常行政コストを差引きし、財源調達である市税、地方交付税、補助金などを加算

し、保有する資産の評価替えから生じる評価差額などを加算して期末純資産残高を求めます。なお、

期末純資産残高は、当期末貸借対照表の純資産の金額と一致します。

【純資産変動計算書からわかること】連結ベース
　純資産は、平成２７年度に負債が減少したことなど
に伴って３０億円増加し、期末純資産残高は
５，０１１億円となっています。

（単位：百万円）

行政コスト計算書に計上されない財源の流出入を示す。

（１）財源の使途 市税や国・県補助金などを使用した経費。

（２）財源の調達 調達した財源の種類。

財源を将来世代も利用可能な固定資産や長期金融資産にどの程
度使用したかを示す。

（１）固定資産の変動
当該年度に学校、道路などの社会資本を取得した額と過去に取
得した社会資本の経年劣化等に伴う減少額との差額。

（２）長期金融資産の変動
基金、貸付金、出資金など長期金融資産の当該年度における増
減。

（３）評価・換算差額等の変動
固定資産や金融資産の当該年度に発生した評価益と評価損との
差額。

財源、資産形成充当財源の変動以外の変動を示す。

１ 財源の変動

２ 資産形成充当財源の変動

３ その他の純資産の変動

●変動要因の区分

越谷市単体 連結

455,491 498,136

当期変動高 1,813 2,991

（１） 純経常行政コスト △ 125,053 △ 150,085

経常費用－経常収益

（２） 財源調達 146,517 179,204

市税、国県補助金など

（３） その他 △ 19,651 △ 26,128

道路等の資産形成に充

てられた財源

457,304 501,127期末純資産残高

期首純資産残高
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（４）資金収支計算書（キャッシュフロー計算書）

【資金収支計算書からわかること】連結ベース
①経常的収支について
　経常的収支は１７６億円の黒字となっています。このキャッシュフローの黒字額が小さい場合には
財政構造が硬直化していると考えられるため、行政活動支出の削減に努めることが必要となります。
②資本的収支について
　資本的収支は１０５億円の赤字となっています。本市が採用する基準モデルでは、「経常的収支」
と「資本的収支」を合計したものを基礎的財政収支（プライマリーバランス）と定義しており、一般
的にこの額を黒字の範囲内に抑えることが望ましいと言われています。平成２7年度の基礎的財政収
支（プライマリーバランス）は７１億円の黒字となっています。
③財務的収支について
　地方債の発行（収入）・償還（支出）のキャッシュフローである財務的収支は５３億円の赤字と
なっています。これは、地方債残高の償還が進んでいることを示しています。

　①～③を合計した当期の資金収支額は１８億円の黒字となっています。（なお、平成２７年度に行
う事業の財源となる平成２６年度からの繰越金３４億円は期首資金残高に含まれており、平成２７年
度の収入には含まれません。）

　資金収支計算書は、地方公共団体における資金収支、つまり資金の流れをあらわす報告書です。資
金収支計算書は、経常的収支の部、資本的収支の部、財務的収支の部に区分して表示されます。

（単位：百万円）

行政サービスを行うなかで、毎年度継続的に収入、支出される
もの。

学校、道路などの資産形成や投資、貸付金などの収入、支出な
ど。

地方債、借入金などの収入、支出など。

１ 経常的収支

●収支の区分

２ 資本的収支

３ 財務的収支

越谷市単体 連結

期首資金残高 8,571 16 ,368

当期収支 1,318 1,819

（１） 経常的収支 12,424 17,555

人件費支出、税収入、国

庫補助金など

（２） 資本的収支 △ 7,627 △ 10,486

公共資産整備支出、固

定資産売却収入など

（３） 財務的収支 △ 3,479 △ 5,250

元利償還金支出、市債

発行収入など

9,889 18 ,187期末資金残高
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（５）財務書類からわかる主な指標（連結ベース）

【H26決算】

＋

【H27決算】

＋

【H26決算】

【H27決算】

（６）４表の相関関係

※①～⑥は、4表においてそれぞれ矢印で結ばれた部分の数値が一致します。

純資産 5,011
＝ 72.5%

総資産 6,908

純資産 5,011
＝ 78.2%

事業用資産 1,717 インフラ資産 4,691

　社会資本の約８割を現役世代の負担で形成したことになり、将来世代への負担比率は約２割となっ
ています。H2７年度は、H2６年度に比べ０．９ポイントの増となりました。

（イ）純資産比率［純資産／総資産］
　総資産のうち、返済義務のない純資産の割合を示すもので、企業の財務分析において、財務の安定
性を図る指標として用いられる自己資本比率に相当するものです。この純資産比率が高いほど財政状
況が健全であると言えます。

純資産 4,981
＝ 71.9%

総資産 6,927

　この純資産比率が高くなるほど財政状況が安定していると言えます。H2７年度は、H2６年度に比
べ０．６ポイントの増となりました。

4,981
＝ 77.3%

事業用資産 1,772 インフラ資産 4,670

（ア）社会資本形成の世代間比率［純資産／（事業用資産＋インフラ資産）］

　社会資本の整備結果を示す事業用資産及びインフラ資産の合計額のうち、純資産による整備の割合

を示すもので、所有資産について現役世代によって既に負担された割合を見ることができます。

純資産
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関係する一部事務組合等の財政状況

地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況

　一部事務組合や第三セクター等につきましては、それぞれ独自で経営を行っておりますが、

出資金や補助金、貸付金等により市が財政的援助を行っていることから、これらの団体の財政

（経営）が健全な状態で行われているかどうかなどに引き続き注意し、各団体の適正運営の確

保に努めます。

（単位：百万円） 　

（単位：百万円） 　

６　市の関連する団体の財政状況は？・・・

市役所の会計には、一般会計及び特別会計があることにつきましては、すでにご紹介しまし

たが、このほかに他の自治体と共同処理するために設立した一部事務組合（東埼玉資源環境組

合、越谷・松伏水道企業団などがあります）、民間事業者と共同出資で設立した法人（この法

人を第三セクターとよびます。越谷市では㈱埼玉県東部流通センターなどがあります）のほ

か、市が100％出資をしている越谷市土地開発公社などがあります。各団体とも、独自で経営

は行っておりますが、市からの負担金や出資金、貸付金などの財政的援助を受けており、何ら

かの形で市と関係があるといえます。主な関連団体の平成27年度決算における財政（経営）

状況は次のとおりとなっています。

※表の記載金額は表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

1

2

3

4

5

6

7

8

計 3,007 

- - 

一部事務組合等 28,669 25,566 

彩の国さいたま人づくり広域連合 422 404 17 17 95 

一般会計

埼玉県市町村総合事務組合 346 170 176 176 - - - 交通災害特別会計

- 特別会計

埼玉県市町村総合事務組合 31,982 31,890 92 92 972 - - 

- - 一般会計

埼玉県後期高齢者医療広域連合 634,650 617,408 17,242 17,242 5,814 - 

埼玉県後期高齢者医療広域連合 1,476 1,442 35 35 - 

越谷・松伏水道企業団水道事業会計

埼玉県都市競艇組合 61,090 58,244 2,846 2,846 - - - モーターボート競走事業会計

2,991 東埼玉資源環境組合会計

越谷・松伏水道企業団 7,507 6,356 1,152 7,936 10 15,595 16 

企業債（地方債）
現在高

左のうち
一般会計等
負担見込額

備考

東埼玉資源環境組合 15,258 14,933 325 325 - 9,971 

一部事務組合等名
総収益
（歳入）

総費用
（歳出）

純損益
（形式収支）

資金剰余額/不足額
（実質収支）

他会計等からの
繰入金

1

2

3

4

5

計

当該団体
からの
貸付金

当該団体から
の債務保証に
係る債務残高

当該団体から
の損失補償に
係る債務残高

一般会計等
負担見込額

備考地方公社・第三セクター等名 経常損益
純資産又は
正味財産

当該団体
からの
出資金

当該団体
からの
補助金

越谷コミュニティプラザ

39 - - - - -越谷市施設管理公社 ▲ 13 253

- 12,769 - 6,646越谷市土地開発公社 14 1,130 5 7

- -52 3,489 41 - - -

パルテきたこし

159 - - - 26 3埼玉県東部流通センター ▲ 5 178

- -32 278 10 - 192 -

地方公社・第三セクター等 254 7 192 12,769 26 6,649

　※地方公共団体が①25%以上出資している法人又は②財政支援を行っている法人を記載している。

　※地方公共団体財政健全化法に基づき将来負担比率の算定対象となっている法人については、○印を付与している。
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【参考資料】

財政力指数
年度 20 21 22 23 24 25 26 27
越谷市 0.956 0.969 0.951 0.930 0.907 0.908 0.914 0.920
県内市町村平均 0.855 0.860 0.831 0.801 0.775 0.772 0.774 0.777
全国市町村平均 0.560 0.550 0.530 0.510 0.490 0.490 0.490 0.500

経常収支比率
年度 20 21 22 23 24 25 26 27
越谷市 87.9 87.3 83.0 85.3 85.8 88.8 88.9 87.9
県内市町村平均 89.6 90.3 87.8 89.7 90.2 90.5 92.1 90.9
全国市町村平均 91.8 91.8 89.2 90.3 90.7 90.2 91.3 90.0

公債費比率
年度 20 21 22 23 24 25 26 27
越谷市 13.6 12.9 11.6 10.5 10.2 8.9 7.0 6.9
県内市町村平均 10.8 10.2
全国市町村平均

公債費負担比率
年度 20 21 22 23 24 25 26 27
越谷市 15.8 15.5 14.3 13.6 13.5 13.5 12.4 11.5
県内市町村平均 13.4 13.2 12.7 13.0 12.6 12.6 12.4 11.8
全国市町村平均

実質収支比率
年度 20 21 22 23 24 25 26 27
越谷市 4.9 5.6 7.2 6.9 8.3 7.8 6.2 9.0
県内市町村平均 4.8 5.7 6.4 7.0 7.2 7.4 6.8 7.0
全国市町村平均

市債残高（一般会計【通常債】）
年度 20 21 22 23 24 25 26 27
一般会計（通常債） 41,020,593 37,272,973 33,534,172 32,426,333 31,440,038 30,744,335 29,704,350 28,132,245

市債残高（一般会計【特例債】）
年度 20 21 22 23 24 25 26 27
一般会計（特例債） 30,258,018 31,285,063 33,628,235 35,228,895 36,735,083 37,996,824 39,338,612 41,019,216

市債残高（その他の会計）
年度 20 21 22 23 24 25 26 27
特別会計 59,138,506 57,863,989 56,168,631 54,367,688 52,111,217 49,580,608 47,618,387 46,281,087
病院事業会計 5,073,786 4,848,325 4,616,016 4,376,639 4,129,967 3,875,767 3,613,795 3,343,802

市債残高総額
年度 20 21 22 23 24 25 26 27
市債残高総額 135,490,903 131,270,350 127,947,054 126,399,555 124,416,305 122,197,534 120,275,144 118,776,350
内訳：一般会計（通常債） 41,020,593 37,272,973 33,534,172 32,426,333 31,440,038 30,744,335 29,704,350 28,132,245
内訳：一般会計（特例債） 30,258,018 31,285,063 33,628,235 35,228,895 36,735,083 37,996,824 39,338,612 41,019,216
内訳：特別会計 59,138,506 57,863,989 56,168,631 54,367,688 52,111,217 49,580,608 47,618,387 46,281,087
内訳：病院事業 5,073,786 4,848,325 4,616,016 4,376,639 4,129,967 3,875,767 3,613,795 3,343,802

債務負担行為（普通会計）
年度 20 21 22 23 24 25 26 27
債務負担行為残高 21,402,028 19,600,405 21,676,801 25,258,105 22,535,218 21,009,112 16,691,807 19,989,558
内訳：債務負担行為（PFI） 8,161,236 8,159,143 7,301,319 6,911,087 6,479,912 6,170,405 5,632,552 5,383,903
内訳：債務負担行為（指定管理者） 3,723,085 2,467,102 7,320,223 5,802,541 4,421,870 3,976,359 2,977,648 8,035,231
内訳：債務負担行為（機器賃借等） 9,517,707 8,974,160 7,055,259 12,544,477 11,633,436 10,862,348 8,081,607 6,570,424
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地方財政健全化法に関する指標
実質赤字比率
年度 20 21 22 23 24 25 26 27
越谷市 ▲ 5.02 ▲ 5.89 ▲ 7.48 ▲ 6.99 ▲ 8.43 ▲ 8.01 ▲ 6.37 ▲ 9.32
県内市町村平均
全国市町村平均
黒字の場合「▲」表示となります。

連結実質赤字比率
年度 20 21 22 23 24 25 26 27
越谷市 ▲ 11.68 ▲ 14.27 ▲ 16.65 ▲ 17.55 ▲ 19.75 ▲ 18.25 ▲ 15.59 ▲ 17.79
県内市町村平均
全国市町村平均
黒字の場合「▲」表示となります。

実質公債費比率
年度 20 21 22 23 24 25 26 27
越谷市 12.8 11.2 11.0 10.5 10.2 9.7 9.0 8.2
県内市町村平均 9.7 9.1 8.2 7.3 6.6 6.1 5.4 4.9
全国市町村平均 11.8 11.2 10.5 9.9 9.2 8.6 8.0 7.4

将来負担比率
年度 20 21 22 23 24 25 26 27
越谷市 144.4 121.9 103.6 91.4 83.1 74.4 65.9 58.1
県内市町村平均 78.6 72.8 61.0 50.3 41.4 34.2 31.5 24.3
全国市町村平均 100.9 92.8 79.7 69.2 60.0 51.0 45.8 38.9

資金不足比率
年度 20 21 22 23 24 25 26 27
東越谷土地区画整理 ▲ 114.4 ▲ 165.9 ▲ 303.4 ▲ 2,984.6 ▲729.5 ▲ 301,574.6 ▲ 248,187.2 ▲ 322.0
越谷駅西口土地区画整理 - - - -
七左第一土地区画整理 ▲ 178.5 ▲ 420,781.4 ▲ 347,203.7 ▲ 289.3 ▲ 113.3
公共下水道事業 ▲ 2.2 ▲ 3.3 ▲ 2.2 ▲ 6.5 ▲ 11.5 ▲ 14.8 ▲ 12.0 ▲ 11.1
病院事業 ▲ 27.8 ▲ 27.4 ▲ 30.3 ▲ 30.5 ▲ 32.0 ▲ 27.6 ▲ 20.4 ▲ 16.6
黒字の場合「▲」表示となります。
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関係する一部事務組合等の財政状況

地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況

【参考資料】市の関連する団体の財政状況（平成26年度）

23ページに掲載されている、「市の関連する団体の財政状況」の平成26年度決算は次のと

おりとなっています。

※表の記載金額は表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

（単位：百万円） 　

（単位：百万円） 　

1

2

3

4

5

6

7

8

計

企業債（地方債）
現在高

左のうち
一般会計等
負担見込額

備考

東埼玉資源環境組合 13,177 12,110 1,066 360 1,716 5,452 

一部事務組合等名
総収益
（歳入）

総費用
（歳出）

純損益
（形式収支）

資金剰余額/不足額
（実質収支）

他会計等からの
繰入金

1,652 東埼玉資源環境組合会計

越谷・松伏水道企業団 7,451 6,552 899 6,906 6 16,774 17 越谷・松伏水道企業団水道事業会計

埼玉県都市競艇組合 67,993 65,229 2,704 2,704 - - - モーターボート競走事業会計

- - 一般会計

埼玉県後期高齢者医療広域連合 600,986 579,982 21,004 21,004 6,841 - 

埼玉県後期高齢者医療広域連合 1,408 1,385 23 23 - 

- 特別会計

埼玉県市町村総合事務組合 34,897 34,814 83 83 2,162 - - 一般会計

埼玉県市町村総合事務組合 328 163 165 165 - - - 交通災害特別会計

- - 

一部事務組合等 31,259 22,226 

彩の国さいたま人づくり広域連合 406 393 14 14 98 

1,669 

1

2

3 ○

4 ○

5

計

当該団体
からの
貸付金

当該団体から
の債務保証に
係る債務残高

当該団体から
の損失補償に
係る債務残高

一般会計等
負担見込額

備考地方公社・第三セクター等名 経常損益
純資産又は
正味財産

当該団体
からの
出資金

当該団体
からの
補助金

越谷コミュニティプラザ

39 - - - - -越谷市施設管理公社 ▲ 4 267

- 14,311 - 6,528越谷市土地開発公社 16 1,116 5 7

- -144 4,397 41 - - -

パルテ北越

159 - - - 35 3埼玉県東部流通センター ▲ 6 183

- -9 257 10 - 211 -

地方公社・第三セクター等 254 7 211 14,311 35 6,531

　※地方公共団体が①25%以上出資している法人又は②財政支援を行っている法人を記載している。

　※地方公共団体財政健全化法に基づき将来負担比率の算定対象となっている法人については、○印を付与している。
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